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   第 ６ 回   熊本県議会  文教治安常任委員会会議記録 

 
平成22年10月８日(金曜日) 

            午前10時８分開議 

            午前10時11分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第41号 平成22年度熊本県一般会計補

  正予算（第８号）について 

――――――――――――――― 

出席委員（７人） 

        委 員 長 守 田 憲 史 

        副委員長  船 田 公 子 

                委  員  山 本 秀 久 

        委  員  松 村   昭 

        委  員 竹 口 博 己 

        委  員 平 野 みどり 

        委  員 早 田 順 一 

欠席委員（１人）  

        委  員 倉 重   剛 

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 教育委員会 

         教育長 山 本 隆 生 

        教育次長 岡 村 範 明 

        教育次長 岩 瀨 弘 一 

        教育次長 阿 南 誠一郎 

      教育政策課長 松 永 正 男 

      高校教育課長 瀬 口 春 一 

    高校整備政策監兼 

    高校整備推進室長 山 本 國 雄 

        施設課長 後 藤 泰 之 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 濱 田 浩 史 

     政務調査課主幹 木 村 和 子 

――――――――――――――― 

  午前10時８分開議 

○守田憲史委員長 それでは、ただいまか

ら、第６回文教治安常任委員会を開会いたし

ます。 

 まず、本委員会に付託された議案を議題と

し、これについて審議を行います。 

 質疑については、議案について、執行部に

説明を求めた後に、一括して受けたいと思い

ます。なお、説明等を行われる際は、着席の

ままで結構です。 

 それでは、説明をお願いします。 

 

○松永教育政策課長 教育政策課でございま

す。教育庁全体の予算を総括しております教

育政策課から、本日の当委員会に付託されま

した追号議案の概要について御説明いたしま

す。 

 まず、説明資料の１ページをごらんくださ

い。 

 平成22年９月10日に閣議決定されました政

府の経済対策で、文部科学省所管の学校施設

耐震化等の促進に必要な経費が計上され、県

立熊本聾学校の耐震化や分教室整備を行う経

費について、国庫補助の交付内定をいただい

たことに伴い、一般会計5,376万2,000円の増

額補正及び財源更正をお願いしております。 

 次に、説明資料の２ページをごらんくださ

い。 

 上段の高校教育課の特別支援学校費は、5,

376万2,000円の増額でございます。これは、

６月補正予算で計上しておりました、熊本養

護学校の分教室を熊本聾学校内に整備する事

業につきまして、平成23年度実施予定分を含

めて国庫補助事業となったことによる事業費

の増加等でございます。 

 下段の施設課の特別支援学校費は、当初予
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算で計上しておりました熊本聾学校の耐震改

修事業について、国庫補助事業となったこと

による財源更正でございます。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○守田憲史委員長 以上で執行部の説明が終

了しましたので、議案について質疑を受けた

いと思います。 

 なお、今回の委員会は、本会議を休憩して

の委員会でありますので、審議を効率的に進

めるため、質疑応答は付託議案に関するもの

のみに限らせていただきます。 

  質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○守田憲史委員長 なければ、これで質疑を

終了します。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第41号について、採決したいと思いま

す。 

 議案第41号について、原案のとおり可決す

ることに、御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○守田憲史委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第41号は、原案のとおり可決す

ることに決定いたしました。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会します。 

  午前10時11分閉会 
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